
事業所名

フリガナ

会員氏名 印

印

事業所
番号

会員
番号

年度

会員住所

住所

申請者が亡くなっている場合は、こちらも記入してください。

給付事由が発生したので下記のとおり申請します。

（一財）飯田勤労者共済会　様

上記のとおり会員に給付事由があったことを証明します。

代表者氏名

事 業 所 名

扱 者 入 力 支 払

合
・
否

生年月日（Ｓ.Ｈ    年   月   日）生

受取人
代表者氏名
（続柄）

印
（ 　 ）

年 月 日

振　込　口　座

共
済
会

記
入
欄

コ
ー
ド

金 額 発生日円

（左づめでご記入ください）

＊振込口座につきましては、事務処理の都合上、可能な限り飯田信用金庫をご指定ください。
＊振込みを希望する口座については、金融機関支店（支所）名・種目・口座番号・口座名義（フリガナ）をご確認の上、正確に記入してください。
＊ゆうちょ銀行を選択された場合は、通帳見開き下部に記載の「振込用の店名・預金種目・口座番号（７桁）」を記入してください。

名 義

フリガナ

銀行 農協 金庫 支店
支所信金 信組 その他

普 通
当 座
貯 蓄

年 月 日

事　業　主　証　明　欄

＊太枠欄へ記入・押印してください。
＊必要な添付書類は裏面をご覧ください。
＊給付条件等詳細は、裏面一覧表または会員規程第10条
　及び給付規程をご覧ください。

支払印

共済給付金申請書

※該当する給付事由を〇で囲み、証明内容をご記入ください。

給付事由 備考

61 銀婚祝金

62 金婚祝金

※添付書類必要

14

17

21

82

83

住宅災害保険金

就職祝金(地元定
着促進就職祝金
・新卒者就職祝

金)

59

証明内容

60 結婚祝金
配偶者氏名

※添付書類必要

就職事業所名

※添付書類必要
配偶者氏名

子の氏名
出生祝金70

小学校入学祝金

中学校入学祝金

71

72

子の氏名

子の氏名

27

28

傷病名

16

14日

30日

本人

子

親

配偶者

7年

15年

死亡者氏名

※本人死亡の場
合添付書類必要

※50歳以上
が対象

死亡
見舞金

傷病
見舞金

退職
慰労金

就職事業所の所在地

共済会
加入期間 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 4 月 1 日

～

～

年数

死亡日

入学日　　令和

年 月 日入社日　　令和

年 月 日卒業日　　令和

卒業学校名

年 月 日出生日

年 月 日生年月日　　平成

年 4 月 1 日入学日　　令和

年 月 日
婚姻届
提出日

年 月 日
婚姻届
提出日

年 月 日生年月日　　平成

申請者
との関係

26 重度障害見舞金 傷病名 ※添付書類必要年 月 日
症状
固定日

休業
期間

年

日数

日

平成

昭和

開始日

終了日

本 人

（妊娠　　　　か月）

配偶者 子 ・

（ 実 ・ 義 ・ 養 ・ 継 ）

父 ・ 母



給付金の請求は給付事由が発生した日の翌日から起算して３年間有効です。お早めに手続きをしてください。

＜注意事項＞
※入会日以降に発生した事由が対象となります。
※65歳以上で新規に入会した(第２号会員）場合
　・共済給付金事業については、特別給付金（第２号会員特別給付金、高齢者会員特別給付）、住宅災害保険金のみ適用となります。
　・自己啓発・余暇活動事業、健康維持増進事業、生活設計事業はすべて適用となります。
(注1)令和４年度(2022年度)以前の新卒入社の場合は、「飯田下伊那地区に住所を有し、地区内の学校を卒業した新卒者」に限られます。
(注2)令和５年度（2023年度）の新卒入社の場合は、「卒業した学校の所在は問わず、飯田市又は下伊那郡の区域に住所を有する新卒者」
　　 に限られます。

申請書の用紙は、
「③共済給付金申請書」からダ
ウンロード・印刷をしてご利用く
ださい。

[ 令和 6年 4月 1日施行 ]

URL  https://iida-kyosai.zenpuku.or.jp/    E-mail  i-kinkyo@mis.janis.or.jp

飯田勤労者共済会共済給付金一覧表

〒395_0024　飯田市東栄町3108番地1　TEL（0265）52_6566　FAX（0265）52_0155

給付金額（円） 必要な証明・添付書類（●：必要な添付書類） 備考給付事由

新卒者就職祝金
新卒会員の地元就職
（就職後６か月経過時）

10,000 ・共済給付金申請書へ事業主の証明
●卒業証明書等の写し

・飯田市又は下伊那郡の区域に所在す
　る会員事業所が雇用した新卒者が雇
　用された日から起算して６か月を経
　過した日を給付発生日とします。
　(注1)（注2)

結婚祝金 会員の結婚 10,000 ・共済給付金申請書へ事業主の証明

●戸籍抄本または戸籍謄本(写しでも可）
※共済給付金申請書へ事業主の証明

・当該経過した日以後に発行された証
　明を添付してください。
　※当該経過した日以前に発行された
　証明を添付する場合は、事業主の証
　明が必要です。

10,000

10,000

会員の銀婚（結婚25年）

会員の金婚（結婚50年）

銀婚祝金

金婚祝金

出生祝金
小学校入学祝金
中学校入学祝金

会員または会員の配偶者の出産
会員の子の小学校入学
会員の子の中学校入学

10,000
8,000
8,000

・共済給付金申請書へ事業主の証明
・生後14日以内の死亡は対象となりません。

祝
金

健
康
管
理

給
付
金

40歳健康管理給付金
50歳健康管理給付金
60歳健康管理給付金

40歳に到達した会員
50歳に到達した会員
60歳に到達した会員

・共済給付金申請書へ事業主の証明 ・誕生月に「健康管理給付金申請書」
　を送付します。6,000

70歳特別給付金 70歳に到達した会員 3,000 ・共済給付金申請書へ事業主の証明 ・誕生月に「70歳特別給付金申請書」
　を送付します。

第２号会員特別給付金
（65歳以上で入会した会員）

入会後５年を経過した会員 8,000 ・共済給付金申請書へ事業主の証明 ・入会後５年を経過した月に「第２号会
　員特別給付金申請書」を送付します。

高齢者会員特別給付 71歳以上の会員 記念品 ・記念品をお贈りします。

特
別
給
付
金

休業連続14日以上(休日を含む）

休業連続30日以上(休日を含む）

8,000

10,000

傷病見舞金

重度障害見舞金

労働者災害補償保険法施行規則
（昭和30年９月１日労働省令第22
号）別表第１（第14条、第15条、第18
条の８関係）［障害等級表］１級・２級
に該当の場合

100,000

・共済給付金申請書へ事業主の証明
●通院又は入院に係る医療機関の領収書、
　もしくは、出勤簿又は健康保険の傷病手
　当金申請書の写し等休業したことを証明
　できる書類
※当該書類に加えて、指定する者が当該
　休業した旨を証明する書類の提出を求
　める場合があります。

●死亡診断書、死体検案書、除籍謄
　本のいずれかの写し

・会員本人死亡の場合は、退職慰労金の
　給付は受けられません。
(注)会員が亡くなられた場合は、事務局
　まで連絡してください。

●医師の発行する後遺障害診断書
・重度障害見舞金の給付を受けると会
　員本人死亡見舞金の給付は受けられ
　ません。
・労働災害以外は対象となりません。

会員本人の死亡
※重度障害見舞金受給者は対象外

100,000

会員の配偶者の死亡

会員の子の死亡（会員の実子また
は当該子の配偶者・養子・継子)

30,000

10,000

会員の親の死亡
(会員の実・義・養・継父母）

6,000

・共済給付金申請書へ事業主の証明
・妊娠４か月を経過した「死産」あるいは
　「流産」、もしくは生後14日以内の死亡の場
　合、子として死亡見舞金の対象となります。

死亡見舞金

見
舞
金

慰
労
金

50歳以上
退職慰労金

会員期間７年以上15年未満

会員期間15年以上

10,000

20,000
・共済給付金申請書へ事業主の証明

※退会の理由が、会員事業所を退職し
　たことが理由でないとき、または会
　員本人が死亡したときは、退職慰労
　金の給付は受けられません。

住
宅
災
害
保
険
金

50％以上
30％以上50％未満
20％以上30％未満
20％未満

火災等による
会員の居住する建
物・家財の損害の
程度が右の割合と
なった場合

100,000
70,000
50,000
20,000 ●罹災証明書・修理見積書または請

　求書・写真・死亡診断書・写真等
　（罹災状況・内容による）
※共済給付金申請書の他に、住宅災
　害保険金請求書が必要です。

※会員の居住する建物（または建物に収
　容されている家財）が損害を受けた場
　合が対象です。（ただし、自然災害にお
　ける家財の損害は対象となりません。）
◇住宅災害見舞金は（一財）全国勤労者
　福祉・共済振興協会（全労済協会）と
　保険契約を締結して給付をします。共
　済会会員は全労済協会との保険契約の
　被保険者となります。
※被災した場合は速やかに事務局まで連
　絡してください。事務局から全労済協会
　に連絡し給付申請を行います。

30,000
15,000
3,000
6,000

70％以上
20％以上70％未満
20％未満

自然災害による

会員の居住する建
物の損害の程度が
右の割合となった
場合
会員の居住する建物の床上浸水

死
亡

弔
慰
金

10,000会員の同居親族が住宅災害により死亡した場合

ＵＲＬ：https://iida-kyosai.
zenpuku.or.jp/download
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